
令和５年度第２回東松島市総合教育会議 

 

日 時 令和６年３月２１日（木） 

午後３時から 

場 所 東松島市役所 ３０１会議室 

 

 

次  第 

 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ   東松島市長 渥 美  巖 

 

３ 議題 

 （１）報告事項 

   ①令和６年度教育関係事業について 

   ②令和６年度学校給食費の保護者負担軽減について 

   ③令和５年度全国標準学力テスト（４月・１２月実施）の結果について 

 

 （２）協議事項 

   ①東松島市の子どもたちのデジタルメディアの使用に係る家庭との連携について 

   ②東松島市の部活動地域移行の現状の取組と今後の方向性について 

 

 （３）その他 

   ①児童生徒数の推移について 

   ②台湾教育部主催「防災教育者による宮城県防災研修視察」について 

 

４ 閉会あいさつ  東松島市教育委員会教育長 志小田 美弘 

 

５ 閉会 
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報告事項①  

令和６年度教育関係事業について 
 

 

 

（1）大曲小学校 校舎改築事業 2,586,530 千円 

改築工事  831,200 千円（工事期間 令和 6～7 年度 総工事費 2,078,000 千円） 

※ＲＣ造 3 階建 延べ面積 約 4,139 ㎡ 

普通教室（12）、支援教室、小人数教室、特別教室、会議室、校長室、職員室 ほか 

仮設校舎リース 24,640 千円（リース期間 令和 5～8 年度 総リース費 357,280 千円） 

北校舎解体工事 96,250 千円 （工事期間 令和 5～6 年度 総解体費 151,250 千円） 

   

（２）大塩小学校長寿命化事業 32,400 千円 

実施設計業務（ＲＣ造 3 階建 延べ面積 1,997 ㎡） 

普通教室（6）、支援教室、特別教室、会議室、校長室、職員室 ほか 

 

（３）小中学校空調設備（エアコン）設置事業  78,553 千円 

     赤井小（特別教室 6 室新設、ことばの教室改修、キュービクル改造） 

     矢一中（多目的スペース 1～3 階、キュービクル改造） 

     矢二中（多目的教室改修） 

     矢本東小（西校舎エアコン賃借料）  

  

（４）矢本第一中学校武道館改修事業 40,000 千円 

鉄骨平家建（延べ面積 447 ㎡） 

屋根防水、外壁改修、躯体の長寿命化工事 ほか 

 

（５）図書館大規模改修及び増築事業  283,000 千円（工事期間 令和 6～7 年度） 

大規模改修及び増築工事 162,000 千円 

改修：既存施設面積 約 1,000 ㎡（空調設備、建具、内外装、電気、給排水設備 ほか） 

増築：ＲＣ造２階建 延べ面積 約 340 ㎡ （1 階：開架スペース、2 階：学習室） 

 

（６）縄文村歴史資料館文化財収蔵施設整備事業  261,770 千円 

収蔵庫増築（ＲＣ造 2 階建（積層棚構造） 延べ面積 約 400 ㎡） 

 

（７）矢本運動公園体育館（武道館）改築事業 502,400 千円（工事期間 令和 5～6 年度） 

体育館新築工事 313,390 千円（鉄骨平家建 延べ面積 971.32 ㎡） 

アリーナ、会議室、事務室、更衣室、トイレ、倉庫 ほか 

 

（８）鷹来の森運動公園改修事業 722,140 千円（工事期間 令和 6～7 年度） 

屋外運動場改修工事 281,200 千円 

A～D コート(本部棟、スタンド、ダックアウト、バックネット、照明設備)、管理棟、トイレ棟 ほか 

１ ハード事業 
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（１）学力向上推進事業 20,998 千円 

  ・協同的な学びの充実研修会の開催。教師塾等の教員研修会の実施 

  ・標準学力調査（4 月、12 月）実施  （小学校：国語・算数／中学校：国語・数学・英語） 

  ・タブレットドリルの活用 （学習問題データベース使用 小学校：算数／中学校：数学・英語） 

  ・教科教育指導員（数学 3 人、英語 1 人配置）  （小学校全８校が教育課程特例校の指定） 

  ・小学生英語検定チャレンジ事業補助金 R5 受験結果  

 受験者数 合格者数 合格率 

4 級 21 人 11 人 52.4％ 

5 級 46 人 35 人 76.1％ 
 

（２）小中学校語学指導（ＡＬＴ）事業 23,123 千円 

  ・小中学校に５人配置 

  ・英語教育、外国語活動、国際理解教育における指導 ほか 
 

（３）小中学校連携教育推進事業 297 千円 

  ・子ども未来サミットの開催 

・小中学校連携教育推進委員会及び担当者会議の開催 

  ・先進地視察 
 

（４）特別支援教育事業 37,129 千円 

  ・特別支援教育支援員（32 人）の配置 

  ・ことばの教室への通級指導 

  ・特別支援教育コーディネーター研修会の開催 
 

（５）教育支援センター運営事業（子どもの心のケアハウス） 19,228 千円 

  ・相談業務、学習支援、学校復帰に向けた適応指導 ほか 

  ・所長及び学び指導員等（4 人）の配置 

  ・不登校相談員（3 人）、学校巡回相談員（2 人）の配置 
 

（６）いじめ・不登校対策事業 8,318 千円 

  ・いじめ問題等対策連絡協議会、いじめ問題対策調査委員会の運営 

  ・学校教育指導員（2 人）の配置 

  ・スクールカウンセラーの派遣（県事業） 
 

（７）中学校部活動地域移行事業 1,008 千円 

  ・指導者派遣（10 月～3 月 オフシーズン） 

（剣道、サッカー、ソフトボール、野球、男女バスケ、男女テニス ほか） 
   

（８）地域間交流事業 664 千円 

  ・海と大地子ども交流事業（小学 5、6 年生が更別村訪問） 

  ・蔵王町の子どもたちとの交流事業 

  ・大田区子ども研修事業〈復興政策課担当 875 千円〉（小学 5 年生が施設見学、子ども交流を実施） 

２ ソフト事業 
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令和６年度学校給食費の保護者負担軽減について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１食当たりの保護者負担軽減額 

 

 

 

 

年間の保護者負担軽減額 

 

 

 

 

 

 

 

保護者負担軽減額の総額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※財源は「特定防衛施設周辺整備調整交付金」９１,５０１,０００円を充てております。 

令和５年度の学校給食は、１食当たり小学校で３００円、中学校で３６０円の食材費でス

タートし、保護者の学校給食に係る経済負担軽減のため１食当たり小学校で５０円、中学校

で６０円を市費で負担することとしておりました。しかしながら、物価高騰が更に進んだた

め、現在は１食当たり小学校で３２６円、中学校で３９０円の食材費となっており、１食当

たり小学校で７６円、中学校で９０円を市費で負担しております。令和６年度の１食当たり

の給食食材費は現在と同額の小学校で３２６円、中学校で３９０円とし、保護者の経済負担

軽減のため、１食当たり小学校で１５６円、中学校で１９０円を市費で負担することといた

します。 

「保護者の経済的負担を段階的に更に減らしたい」 

令和５年度保護者負担額  令和６年度給食食材費  令和６年度保護者負担額 市負担額   

小学校：２５０円  ⇒   ３２６円   ⇒   １７０円   ⇒ １５６円       

中学校：３００円  ⇒   ３９０円   ⇒   ２００円   ⇒ １９０円 

  

令和６年度の給食食材費 

 小学校 326 円×1,924 人×192 日＝120,427,008 円  

 中学校 390 円× 980 人×182 日＝ 69,560,400 円    計 189,987,408 円 

 

 

 

令和６年度の保護者から徴収する給食費 

 小学校 170 円×1,924 人×192 日＝62,799,360 円  

 中学校 200 円× 980 人×182 日＝35,672,000 円     計 98,471,360 円 

差額 91,516,048 円 を市が負担 

報告事項② 

令和６年度年間給食食材費         

小学校：３２６円×１９２日 ＝ ６２,５９２円 

中学校：３９０円×１８２日 ＝ ７０,９８０円 

令和６年度保護者負担給食費         

小学校：１７０円×１９２日 ＝ ３２,６４０円 

中学校：２００円×１８２日 ＝ ３６,４００円  

 

年間で小学校２９，９５２

円、中学校３４，５８０円の

保護者負担が軽減されます。 
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※達成率＝小学校評定２・３、中学校評定３・４・５相当の力

が身に付いている割合 

令和５年度東松島市標準学力テスト（４月・１２月実施）の結果について 

１ 標準学力調査の扱い 

学力保障の R-PDCA サイクルの一環

として４月と１２月の年２回行い、結果

を基に児童生徒の学力の実態を把握し

て、授業改善に生かすとともに、個別支

援シートを活用して、補充学習や学び直

しにつなげている。 
 

２ １２月実施 標準学力調査の結果 
（１）小学校国語 

○全国以上・同等 小２・小５ 
                              ○全国と１ポイント以内 小４ 
                              △小３・小６で全国との差が開いた。 
                              △どの学年も「読むこと」の領域の学習 
                               に課題があり、目的を明確にして文章 
                               を読むことの積み重ねが必要である。 

（２）小学校算数 

                              ○全国以上・同等 小１・小４・小６ 
                              ○全国と１ポイント以内 小３ 
                              △小５で全国との差が縮まらない。図形 
                               ・測定で課題が見られ、体験と ICT の 
                               両方を活用した授業改善が求められる。 

（３）中学校国語 

○全国以上・同等 中１・中２ 
○着実に向上していることから、協同的

な学びの積み重ねが成果として表れ

ていると考える。 
（４）中学校数学 

                              ○全国との差が縮小 中２ 

                              △中１で下降。協同的な学びをより充実

させ、分からないことを聞き合える授

業づくりが今後も必要である。 

（５）中学校英語 

                              ○全国以上 中１ 

○小学校で英語専科による授業が中学校 

 への滑らかな移行につながっている。 
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東松島市の子どもたちのデジタルメディア使用に係る家庭との連携について 

 

 １ でめこんチェックについて 

    令和４年５月の「でめこん東松島ゴール」の策定を受けて、各学校においてはそれぞれ

様々な運動を展開し、児童生徒一人一人がでめこんの定着と東松島ゴールに到達できるよう

努力を重ねている。さらに、でめこんの取組を活性化させ、中学校区内の小中学校が連携し

てでめこんに取り組むことができることを目的に、令和５年夏に開催した子ども未来サミッ

トにおいて、各小中学校の代表児童生徒が「でめこんチェックカード」の内容について話し

合った。このチェックカードは、１カ月間のでめこんの取組をチェックリストに従い月末に

自己評価することで、自身の取組を振り返ることとしている。 

各校の代表児童生徒による話し合いによりできたチェックリストは以下の通り。 

 

一中学区のチェックリスト 

① 平日１時間の使用 

② 就寝１時間前までの使用 

③ 定時の就寝 

④ 定時の起床 

⑤ 朝食の有無 

⑥ ゲーム機等を離して勉強 

⑦ １日３０分以上の運動 

⑧ 自由時間の活用 

⑨ でめこんを意識した生活 

二中学区のチェックリスト 

① 平日１時間の使用 

② 就寝１時間前までの使用 

③ 定時の就寝 

④ 定時の起床 

⑤ 朝食の有無 

⑥ １日３０分以上の運動 

⑦ 自由時間の活用 

⑧ でめこんを意識した生活 

鳴瀬未来中学区のチェックリスト 

① ゲーム機、スマホの所持 

② 平日１時間の使用 

③ 就寝１時間前までの使用 

④ 定時の就寝 

⑤ 定時の起床 

⑥ 朝食の有無 

⑦ １日３０分以上の運動 

⑧ 自由時間の活用 

⑨ でめこんを意識した生活 

                             （   部分は東松島ゴールに関連する設問） 

 

   上記のチェック項目について、毎月月末に児童生徒が１ヶ月間の自身の生活を振り返り自己

評価することとして、令和５年１０月から各小中学校全学級で実施している。 

 

 ２ でめこんチェックの結果に見る小中学生の現状 

    各校のデータから読み取れることは以下のとおりである。 

    本市の小中学生がデジタルメディア（以下 メディア等）の使用をコントロールし、日常

生活を整えるための行動目標として定めた東松島ゴールの達成度は、概ね良好と考えられる。 

①  平日のメディア等の使用を小学生は１時間、中学生は１時間程度にする、については、

小学１年生から３年生までの児童については、７０％前後の児童が「よくできた・まあま

あできた」のプラスの自己評価をしている。４年生から６年生までの児童も３人に２人は

プラス評価している。中学生はほぼ半数の生徒がプラス評価となっている。現在、小学生

低学年の児童でも約７割の児童が、高学年の児童では８～９割の児童が所持している自分

専用のゲーム機やスマートフォンの使用をセルフコントロールできているのは、この東松

島ゴールの効果ではないかと感じる。メディア等を家庭学習に活用している例としては、

中学生では、高校入試の過去問題を解いたり、英語の翻訳や発音の練習などの家庭学習に

メディア等を使用していると回答している。 

②  学習内容等の記憶の定着は、十分な睡眠時間の確保や就寝１時間前までにメディア等の

使用を終わらせることが大切と説く東北大学の脳科学の先生の講演を拝聴した児童生徒の

就寝１時間前までの使用についても、小学生では６割以上、中学生は半数がプラス評価と

している。さらに定時の就寝も小・中学生合わせて７０～８０％がプラス評価としている。 
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③  東松島ゴールの行動目標にはないものの、１日のスタートとなる朝食の摂食については、

９０％を超える高い数値でプラス評価している。 

（朝食摂食率：本市小学生の平均９６％、同中学生９４％・全国小学生の平均９４％、同中

学生９１％） 

④  以上の他にもプラス評価が高い設問が多く、策定より１年半が経過した東松島ゴールへ

の意識は高く、各校の児童会生徒会が展開する各種のでめこん関連の取組により本市の児

童生徒のメディア等の使用に対する意識は高いと言える。 

 

 ３ 現在の各校、各中学校区の取組について 

    本市は３中学校区を活動単位とする小中連携教育に取り組んでおり、その連携教育に関連

させてでめこんに取り組んでいる。例えば、中学生の定期考査前に部活動を休止にし家庭学

習に取り組ませる考査前学習期間を「でめこんウィーク」と名付けているが、中学校区内の

各小学校もその期間同様にでめこんウィークとして家庭学習の充実に努めている。また、中

学校生徒会が中心となりでめこんの啓発のためのＤＶＤを制作し、各小学校の昼の放送で流

すなど、各種の取組は各学校、各中学校区で様々な取組を展開しており、それらは学校内だ

けでなく学校だより等で保護者にも広報されていることから、学校内での取組については保

護者に周知はできている。 

本市の取組であるこのでめこんは、本年２月に小・中学校指導資料として宮城県教育委員

会が発行した「１人１台時代のメディアとのつきあい方ガイドブック」に取組事例として取

り上げられており、ＱＲコードを読み取るとでめこんの詳細が閲覧できる。加えて健康推進

課がYouTube に開設している「イートくんチャンネル」内の「でめこんってなに」もそこか

ら閲覧できるようになっている。 

 

 ４ 今後考えられる取組 

今後、でめこんの取組が学校内だけにとどまらず、地域や家庭にも浸透し小中学生に限ら

ず全市的な取組となり、日常生活の中ででめこんがより意識され、東松島市の子どもたちの

各家庭で家族も一緒になって生活を整えられるようにするために以下の取組を意識的、積極

的に行っていきたい。 

①  第６回子ども未来サミットでの小・中学生代表による、これまでの取組の成果と課題や

今後の効果的な取組について話し合い。 

②  東松島市ＰＴＡ連合会の協力を仰ぎ、小中学生の保護者向けの家庭での望ましいデジタ

ルメディアの使用に関する啓発。 

③  これから親となる女性や就学前の乳幼児がいる保護者へ、幼児期のデジタルメディアの

過剰な使用が発育期にある子どもの脳に及ぼす影響を周知するとともに、本市の小中学生

が取り組んでいるでめこんの紹介を健康推進課、子育て支援課等との協力により考えたい。 
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東松島市の部活動地域移行の現状の取組と今後の方向性について 

１ これまでの部活動地域移行に向けた取組 

 （１）方針（別紙参照） 

①４～９月を学校部活動ハイシーズン期、１０～３月を学校部活動オフシーズン期に分けて捉え、

１０～３月の６か月間を、「市内中学校合同部活動『ひがまつ ALL』」の実施時期とする。 
②実施回数は、月１回程度、年６回程度を目安とする。 
③生徒は希望制で参加し、学校の所属とは違う部活動に参加することも可能とする。 
④地域の指導者と教員が協力して指導を行いながら、すべての部活動を地域の人材が指導するこ

とを目指す。 
⑤活動場所は市内の公共施設とし、送迎は各家庭の責任で行う。 
 

 （２）これまでの取組 

部活動 指導者 
R4 R5 

１０月 １２月 ２月 ３月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
柔道 外部指導者 年間を通して、週末は一中・二中の合同部活動 
剣道 連盟 大曲 大曲 大曲   （県大会） 大曲 小野 大曲 小野 
サッカー 協会    未来中 奥松島 奥松島 鷹来 奥松島 奥松島 鷹来 
ソフトボール 成年チーム      矢本 矢本 鷹来 鷹来 矢本 
野球 外部指導者         一中 矢本 

①部活動地域移行準備会（１０月１０日、２月７日） 
・各中学校長、各校中体連理事、文化部代表顧問、保護者代表、スポーツ協会代表（欠席）、市

教委担当による協議 
・今後、「部活動地域移行検討協議会」へ発展予定 

②アンケート調査実施（別紙参照） 
 ・対象：教員、中学１・２年生徒、中学１・２年保護者、小学５・６年 
③合同部活動実施に向けた各部活動顧問と地域の指導者との打合せ 
 ・剣道・サッカー・ソフトボール・野球で実施 
 ・日程・場所・各月担当教員の決定、指導方針や連絡方法の確認 
④児童生徒・保護者向けリーフレットの配布 
 

２ 成果と課題 
（１）成果 

     ①生徒の事後アンケートより 
・他校の生徒と大人数で活動ができ、充実した練習ができた。 
・いつもと違う指導者から指導してもらい、新しい気付きがあった。 
・他校の生徒と活動ができ、学ぶことがたくさんあった。 

      ・他校の生徒と交流ができ、楽しかった。 

     ②教員の事後アンケートより 
・普段より人数が多く、生徒が生き生きと活動していた。 
・地域の指導者の指導が充実しており、自校に持ち帰って部活動指導に生かしたい。 

     ③地域の指導者への聞き取りより 
・自分たちの競技技術や指導方法の向上にもつながっている。 
・生徒が多くの人と関わる機会になっている。 
・最終的に、地域の競技人口の確保につながるよい取組だと思う。 

     ④運営より 
・地域の指導者が回を重ねるごとに練習方法を充実させている。 
・合同部活動のシステムが確定した部では、指導者と教員が情報共有しながら活動できている。 
・「ひがまつ ALL」として、学校の枠を超えたチームづくりを検討する試みが見られる。 
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（２）課題 

     ①生徒の事後アンケートより 
・他市との練習試合がしたい。 
・違う指導者に教えてもらいたい。 
・もっと違う練習（戦術、基本練習、筋トレなど）をしてほしい。 

     ②教員の事後アンケートより 
・地域の指導者がやりたいものを目指すのではなく、その競技のおもしろさを学ばせてほしい。 
・チームづくりは学校で行い、技術指導を地域の指導者が教えるなど、教員と地域の指導者の

役割を明確にしたほうがよい。 
・けがや体調不良者への対応の方法をより明確に確認したほうがよい。 
・中体連の動向を注視しながら進めていくことが必要だ。 

     ③地域の指導者への聞き取りより 
・地域の指導者にも仕事がある中で指導することから、部活動の地域移行の目的が教員の働き

方改革だと言われると、矛盾を感じる。 
・指導に協力したいが、土日に仕事があるため協力できない。 
・月に１回の指導では効果的な取組とはいえず、回数を増やすことが必要だ。 
・生徒の実態が分からず、どのような声掛けを行ってよいのか迷うことがある。 
・学校の指導方法と異なることを生徒に指導すると、生徒が混乱することを危惧している。 
・教員も協力するとはいえ、大人数を指導するには負担が大きい。 
・チームで指導する場合、チーム内での指導者は限定的で、他は生徒と合同練習のような形で

関わっているため、チームへの報酬として報酬金をもらえることを検討してほしい。 
・用具や救急用品を揃える予算を割り当ててほしい。 

     ④運営より 
・市の方針や取組が教員全体に周知徹底が必要である。 
・円滑に取組を進めるためには、指導を行っている地域の指導者に、市の方針を確実に理解し

てもらったうえで指導してもらうことが重要である。 
・合同部活動にマッチングする地域の指導者の発掘と選定が重要課題である。 
・地域移行に発展させながら、持続可能な取組にするために、コーディネーターを中心にした

体制づくりと人材バンクが必要である。       

   
３ 今後の取組    

  （１）方針 「ひがまつALL」の発展的継承 

①部活動地域移行の過渡期であることから、令和５年度の「ひがまつALL」の方針に則り進める。 
②地域の指導者を選定し、実施可能な部活動を増やしていく。 
③地域の指導者を確保できない場合は、教員がローテーションで合同部活動の指導を行う方法も

取り入れて実施する。 
 

  （２）部活動地域移行検討協議会の立ち上げ 

     ①令和５年度の部活動地域移行準備会を引き継ぐ形で、令和６年度に立ち上げる 

     ②これまでの成果と課題を検証しながら、本市に適した部活動地域移行の在り方を検討していく。 

           

（３）教員向けの説明会 

           ・令和６年度の夏休みごろに、各中学校の各部活動顧問（１名悉皆）を参集し、国・県の方針を

県保健体育安全課から、本市の方針を市教委から説明して、「ひがまつALL」の周知を図る。 
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6
3
0

7
0
1
1

0
9
1
0

中学校部活動の地域移行に向けた「外部指導者対象アンケート」回答

自由記載：
３年前より休日練習は矢本二中と合同で行っている。又、蛇田、河南東など　他校も入れ
て行っている。他校の子どもも平等な指導は可能です。今後も顧問と二人で続けていくつ
もりです。（回答①）

自由記載：
他校の外部指導者とは知った人間が多く平等な指導をして全体レベルを上げたり、柔道部の活動を広く
ひろげてもらいたい（回答②）

　　　　　　　　 か。

　　　　　①   　可能である　　　　　　　　　①②③⑤⑥⑦⑧

　　　　　②   　不可能である

　　　　　③   　合同練習会ではなく、現在指導している学校の活動であれば可能である④

　　　　　④   　現時点ではわからない　　　　⑨

　　　　　①   　外部指導者として自分が指導したい

　　　　　②   　部活動の顧問と共に指導したい　　①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

　　　　　③   　月１回程度の活動であれば、自分が指導したい　②

　　　　  ④　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

  問３　休日の部活動で合同練習会を行う場合、あなたは指導者としてどのような

　　　　　　　  指導方法を望みますか。

東松島市教育委員会

　このアンケートは、学校部活動の地域移行にかかる課題等を把握することを目的と

     　　して実施するものです。

　   　　　各問の回答としてご自身のお考えに最も近い番号に〇をつけてください。

　　　　　①   　理解度は高い方だと思う　　　　①④⑤⑦⑧⑨

　　　　　②   　理解度は低い方だと思う　　　　②③⑥

　　　　  ③　全く理解していない

　　問１　現在、中学校部活動の地域移行について、新聞や雑誌、ニュース等で報道

    　　されていますが、このことについて、あなたの理解度はどれくらいですか。

　　問２　東松島市教育委員会では完全地域移行の前段として、休日についてを市内

        ３中学校合同での練習会を一部の部活動（剣道、サッカー）で検討していま

        す。合同練習会を行う場合、あなたは指導者としてかかわることは可能です
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自由記載：
平日も夕方であれば短時間ですが現在も活動中（回答③）

  問５　あなたは、中学校体育連盟や各競技団体が主催する大会、競技会への指導

         　　　 者としての引率は可能ですか。

（ この場合、外部の指導者が引率することを認められた大会等とし、学校単独

                チーム、地域での活動を認められた団体とします）

問４　あなたは、中学校部活動が平日、休日の活動を含み、全ての活動が地域に

　　　　　　　移行した場合、指導者として部活動にかかわることは可能ですか。

　　　　　⑧   　経費（活動経費、遠征経費、生徒や指導者の保険等）　①②③⑤⑥

　　　    ⑨　その他【　④生徒よりむしろ保護者との人間関係　　】

　　　　　③   　学校（顧問）と地域指導者の情報共有　　　　　　　②③⑤⑥⑦⑧

　　　　　④   　地域指導者の質の担保　　　　　　　　　　　　　　③④⑦

　　　　　⑤   　勝利至上主義や行き過ぎた指導　　　　　　　　　　①③④⑥⑦

　　　　　⑥   　指導の範囲（技術指導が主か、技術指導に加え戦術等までか）　③④⑦

　　　　　⑦   　けがやトラブルへの対応や保障について　　　　　　②③⑥⑦⑨

　　　　　③   　学校の顧問と共に引率するのであれば可能である。　　②③⑤⑧⑨

          ④　現時点ではわからない

　　　　  ⑤　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　　　　　①   　顧問との指導観の共通理解や人間関係　　　　　　　②③⑤⑦⑧

　　　　　②   　他校を含めて、生徒との人間関係や指導の方法　　　①②③⑦

自由記載：
１）昨年も東北大会、全国大会も外部コーチとして山形、福島県へも行っています。県中
総体も毎回コーチとして参加（回答①）
２）親の会と協力しながらであれば可能（回答①）

　　問６　休日の部活動を学校を離れて地域の指導者が担うことについて、今後、課

         　　　　 題として考えられることを以下から選んでください。（複数選択可）

　　　　　①   　可能である　　　　　①④⑥⑦

　　　　　②   　不可能である

　　　　　③   　土曜、日曜、祝日の活動であれば可能である。　　　①②③④⑨

　　　　　①   　可能である　　　　　　　⑤⑥⑦⑧

　　　　　②   　不可能である

　　　　  ④　現時点ではわからない
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児童生徒数の推移について

学校名
令和元年度

【A】
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

令和6年度
（見込）

令和7年度
（見込）

令和8年度
（見込）

令和9年度
（見込）

令和10年度
（見込）

令和11年度
(見込)【B】

（増減率）
B/A

矢本東小学校 484 466 483 466 449 448 432 411 374 368 357 ▲26%
（再掲）1学年 85 79 91 66 65 70 71 59 50 54 54 ▲36%
大曲小学校 272 249 264 266 277 276 257 269 260 265 258 ▲5%
（再掲）1学年 51 38 51 41 54 41 32 54 40 44 47 ▲8%
赤井小学校 157 158 149 147 146 148 162 160 163 154 153 ▲3%
（再掲）1学年 19 28 22 27 23 27 23 26 26 19 22 16%
大塩小学校 146 128 121 105 93 87 81 79 74 73 72 ▲51%
（再掲）1学年 15 16 16 17 9 16 10 13 9 17 8 ▲47%
矢本⻄小学校 321 322 321 290 299 294 274 261 235 212 190 ▲41%
（再掲）1学年 54 51 50 48 47 42 36 34 24 26 26 ▲52%
赤井南小学校 282 284 291 291 288 283 266 250 222 215 201 ▲29%
（再掲）1学年 50 46 53 44 47 45 42 29 27 35 32 ▲36%
鳴瀬桜華小学校 267 267 268 266 257 255 243 227 208 189 168 ▲37%
（再掲）1学年 48 48 45 41 38 36 38 29 27 23 17 ▲65%
宮野森小学校 123 126 130 134 135 140 132 120 119 118 108 ▲12%
（再掲）1学年 26 26 17 24 23 22 22 15 16 22 12 ▲54%

小学校 計 2,052 2,000 2,027 1,965 1,944 1,931 1,847 1,777 1,655 1,594 1,507 ▲27%
（再掲）小1学年計 348 332 345 308 306 299 274 259 219 240 218 ▲37%
矢本第一中学校 533 544 517 485 465 466 448 440 443 420 400 ▲25%
（再掲）1学年 197 171 150 165 150 150 142 134 148 124 117 ▲41%
矢本第二中学校 346 359 344 343 332 337 351 350 364 351 359 4%
（再掲）1学年 107 126 110 107 117 112 119 112 126 104 119 11%
鳴瀬未来中学校 212 200 196 194 186 183 197 205 213 200 188 ▲11%
（再掲）1学年 65 72 60 64 64 56 74 70 62 64 58 ▲11%

中学校 計 1,091 1,103 1,057 1,022 983 986 996 995 1,020 971 947 ▲13%
（再掲）中1学年計 369 369 320 336 331 318 335 316 336 292 294 ▲20%
小・中学校 合計 3,143 3,103 3,084 2,987 2,927 2,917 2,843 2,772 2,675 2,565 2,454 ▲22%
（再掲）
   小中1学年計 717 701 665 644 637 617 609 575 555 532 512 ▲29%

※児童生徒数は、令和元年度から令和5年度については、学校基本調査（5月1日現在）の数値を表記し、
 令和6年度については、令和6年3月1日時点での入学予定者を含む児童生徒数の見込み、
 令和7年度以降については、学齢簿基準となる令和5年10月1日現在の住⺠基本台帳データを基にした推計値となっています。
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台湾教育部主催「防災教育者による宮城県防災研修視察」について 

防災に積極的取り組んでいる台湾の学校長等が、災害時に役立つ体験活動や被災地での研修を通し、

東日本大震災の教訓を学ぶ視察が行われますので、ぜひ取材してくださるようお願いいたします。 

 

記 

１ 実 施 日  令和 6 年 3 月 17 日（日）から 3 月 22 日（金） 

２ 参 加 者  台湾防災教育者 28 名、台湾教育部等 6 名 

３ 日程（概要） 

3/17 

(日)  

14:35 仙台空港到着 

3/18 

(月) 

  

 

9:00～12:00 

 

 

14:00～16:30 

 

 

河北新報社 

・防災・教育室による、各地域で行われている防災の取組の講話及びワー

クショップの実施 

宮城県庁 

・教育長表敬訪問 

・保健体育安全課による、宮城県の防災教育の取組とみやぎ防災ジュニア

リーダーの紹介 

・観光政策課による、宮城県の教育旅行の紹介 

3/19 

(火) 

：～： 

 

13:10～17:00 

 

県立支援学校女川高等学園 

・学校紹介と防災プログラム体験 

女川町役場 

・子どもたちによる、獅子振りの実演 

・教育委員会教育指導員による、台湾の小学校と共同で制作した防災ビデ

オの紹介と子どもたちの安心を支える取組の講話 

・女川中学校教諭による、震災時の学校対応と被災した子どもたちの心の

ケアの講話 

3/20 

(水) 

9:00～10:20 

11:10～11:40 

14:00～15:00 

16:00～17:30 

石巻市震災遺構大川小学校 

みやぎ東日本大震災津波伝承館 

松島震災復興語り部クルーズ 

東北大学災害科学国際研究所 

3/21 

(木) 

9:30～12:30 

 

15:30～17:00 

松島自然の家 

・防災クッキング、空き缶ランタン作成の体験 

多賀城高等学校 

・災害科学科の生徒による、災害科学科の取組とまち歩きの紹介 

3/22 

(金) 

9:00～11:35 

 

 

 

 

 

12:00～12:30 

16:05 

東松島市役所 

・鳴瀬未来中学校教諭による、能登半島地震における災害時学校支援チー

ム現場派遣の報告 

・矢本東小学校長による、震災伝承と防災教育の講話 

・教育委員会指導主事による、防災旅行における台湾高校生の新たな復興

教育プランの提案 

・防災拠点備蓄基地の見学 

仙台空港出発 

４ 備考 

宮城県と台湾教育部（日本の文科省相当）は、令和元年の台湾国家防災日イベントに県が出席し、

同年に台湾の防災教育実務者による防災教育研修ツアーを受け入れたことを契機に、交流を開始し

ました。 

記 者 発 表 資 料 

令 和 6 年 3 月  日 

国際政策課交流推進第二班 

担当：小山、鈴木 

T E L：022-211-2277 

koryu2@pref.miyagi.lg.jp 

-19-

その他②

mailto:koryu2@pref.miyagi.lg.jp


R6.3.6 宮城県国際政策課

番号 所属 役職 氏名 日本音よみ 性別
1 教育部情報及びデジタル教育司  副司⻑ 邱仁杰 きゅう・じんけつ 男
2 教育部情報及びデジタル教育司  管理師 李佳昕 り・かきん 女
3 教育部情報及びデジタル教育司  管理師 魏柏倫 ぎ・はくりん 男

4 臺中市政府教育局 教育監 宋淑娟 そう・しゅくけん 女

5 國立成功大學  博士 丁崇峯 ちょう・すうほう 男
6 國立成功大學 主任 林渝晴 りん・ゆせい 女

【教育者】28名（幼稚園:4校、小学校:19校、中学校:1校、高校:3校、特別支援学校:1校）

番号 学校 役職 氏名 日本音読み 性別
7 基隆市立過港幼兒園 園⻑ 簡美秀 かん・びしゅう 女
8 連江縣莒光鄉東莒國⺠小學 主任 孫鈺茹 そん・ぎょくじょ 女
9 南投縣鹿谷鄉初鄉國⺠小學 校⻑ 張東盟 ちょう・とうめい 男
10 新⽵市⾹⼭區港南國⺠小學  校⻑ 范兆寅 はん・ちょういん 男
11 新北市立新店幼兒園  園⻑ 廖藪芬 りょう・そうふん 女
12 宜蘭縣宜蘭市育才國⺠小學  校⻑ 洪祖熙 こう・そき 男
13 新⽵縣立東興國⺠中學  校⻑ 林健明 りん・けんめい 男
14 花蓮縣秀林鄉三棧國⺠小學 校⻑ 張炳仁 ちょう・へいじん 男
15 澎湖縣白沙鄉吉⾙國⺠小學 校⻑ 辛武震 しん・ぶしん 男
16 ⾼雄市⿃松區大華國⺠小學  校⻑ 莊明廣 そう・めいこう 男
17 彰化縣溪州鄉大莊國⺠小學 校⻑ 呂彥億 りょ・げんおく 男
18 桃園市立蘆⽵幼兒園  園⻑ 林美娥 りん・びが 女
19 臺北市立育成⾼校  秘書 洪國銘 こう・こくめい 男
20 雲林縣立⽃南⾼校  校⻑ 林秀娟 りん・しゅうけん 女
21 苗栗縣苑裡鎮蕉埔國⺠小學  校⻑ 王美娟 おう・びけん 女
22 嘉義縣私立⿆⽶羅幼兒園  園⻑ 吳婉甄 ご・えんけん 女
23 屏東縣恆春鎮恆春國⺠小學  校⻑ 鄭鴻博 てい・こうはく 男
24 臺東縣關⼭鎮關⼭國⺠小學  校⻑ 陳⽂玲 ちん・ぶんれい 女
25 ⾦⾨縣⾦沙鎮安瀾國⺠小學  校⻑ 陳來添 ちん・らいてん 男
26 嘉義市蘭潭國⺠小學  校⻑ 邱榮輝 きゅう・えいき 男
27 臺南市下營區甲中國⺠小學  校⻑ 周俊霖 しゅう・しゅんりん 男
28 臺南市永康區永康國⺠小學  校⻑ 洪國展 こう・こくてん 男
29 屏東縣內埔鄉東寧國⺠小學 校⻑ 劉富連 りゅう・ふれん 男
30 國立新⽵特殊⽀援學校  組⻑ 鄭淑燕 てい・しゅくえん 女
31 新北市三峽區北大國⺠小學  校⻑ 劉⽂章 りゅう・ぶんしょう 男
32 彰化縣大城鄉大城國⺠小學 校⻑ 王舜儀 おう・しゅんぎ 男
33 新北市立錦和⾼校  主任教官 曾孟傑 そう・もうけつ 男
34 桃園市復興區霞雲國⺠小學  校⻑(通訳） 羅幼蓮 ら・ようれん 女

計34名（男性21名、女性13名）

35 運通世界旅行社 ガイド(通訳） 楊琪 やん・ちい 女
36 運通世界旅行社 添乗員（通訳） 黃玉馨 こう・ぎょくけい 女

【旅行会社】2名

台湾防災教育者による宮城県防災教育旅行　来県者名簿
【台湾政府】3名

【国立成功大学】2名

【台中市政府】1名
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R6.3.7　国際政策課

月　日 内　容 場　所 備　考

3/17 10:05 桃園空港　出発

（日） 14:35 仙台空港　到着 仙台空港

　エバー航空（BR118） （名取市下増田南原）

15:30 仙台空港　出発

仙台城跡・青葉通商店街散策

ホテル　到着 仙台ヒルズホテル

（仙台市泉区実沢中山南25-5）

3/18 ホテル出発

(月)

8:50 河北新報社　到着 河北新報社　1階ホール

9:00 12:00 河北新報社 防災・教育室 （仙台市青葉区五橋1-2-28）

　・防災関係の講話

　・ワークショップ

12:10 河北新報社　出発

昼食 利久

https://www.rikyu-gyutan.co.jp/index.htm
13:45 宮城県庁  到着 宮城県庁　4階庁議室

14:00 14:45 教育長表敬（45分） （仙台市青葉区本町3丁目8-1）

14:45 15:00 準備・休憩

15:00 16:00 防災教育の取組（60分）

16:00 16:30 訪日教育旅行の取組（30分）

16:40 宮城県庁  出発

ホテル　到着 仙台ヒルズホテル

(仙台市泉区実沢中山南25-5）

3/19 ホテル出発

(火)

女川高等学園　到着 県立支援学校女川高等学園

県立支援学校女川高等学園 （牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-3）

　・

　・

女川高等学園　出発

昼食 シーパルピア女川

(宮城県牡鹿郡女川町女川2丁目60)

https://onagawa-mirai.jp/
13:00 女川町庁舎　到着 女川町庁舎生涯学習センター　1階研修室1・2

13:10 13:30 開会・獅子振り （女川一丁目1番地1）

13:30 15:00 女川中学校 高清水先生講演（90分）

15:00 15:10 休憩

15:10 16:40 女川町教育委員会 坂本先生講演（90分）

16:40 17:10 質疑応答（30分）

17:10 17:15 閉会

17:25 女川町庁舎　出発

ホテル　到着 バリュー・ザ・ホテル東松島矢本

（東松島市小松字谷地215番地）

3/20 ホテル出発

(水)

祝日 8:50 大川小学校　到着 石巻市震災遺構大川小学校

9:00 10:20 石巻市震災遺構大川小学校見学（80分） （石巻市釜谷字韮島94番地）

10:30 大川小学校　出発

11:00 伝承館　到着 みやぎ東日本大震災津波伝承館

11:10 11:40 みやぎ東日本大震災津波伝承館見学（30分） （石巻市南浜町2丁目1-56）

11:50 伝承館　出発

昼食 いしのまき元気いちば

(宮城県石巻市中央2丁目11-11)

https://genki-ishinomaki.com/
13:45 丸文松島汽船　到着 丸文松島汽船株式会社

14:00 15:00 松島震災復興語り部クルーズ http://miyaumi.info/search/page8.html

16:00 17:30 東北大学災害科学国際研究所 東北大学災害科学国際研究所

桜井教授講演 （仙台市青葉区荒巻字青葉468-1）

ホテル　到着 アパホテル仙台駅五橋

（仙台市若林区五橋3丁目1-1）

4日目

時　間

台湾防災教育者による宮城県防災視察行程（案）

1日目

2日目

3日目
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月　日 内　容 場　所 備　考時　間

3/21 ホテル 出発

(木)

9:20 松島自然の家  到着 宮城県松島自然の家　2階研修室A

9:30 12:30 防災プログラム体験 （東松島市宮戸二ツ橋１）

　・防災クッキング(ポリ袋ご飯・オムレツ）

　・空き缶ランタン

12:40 松島自然の家  出発

昼食 そば処　奥松庵

(東松島市野蒜字北余景15-1)

https://omch.jp/facility/okumatsuan
15:20 多賀城高校　到着 宮城県多賀城高等学校

15:30 17:00 宮城県多賀城高等学校 （多賀城市笠神2丁目17−1）

 ・災害科学科の取組

 ・まち歩きの説明

17:10 多賀城高校　出発

ホテル　到着 アパホテル仙台駅五橋

(仙台市若林区五橋3丁目1-1）

3/22 ホテル　出発

(金)

8:50 東松島市役所　到着 東松島市役所　3階301会議室

9:00 9:10 東松島市長挨拶 （東松島市矢本字上河戸36番地1）

9:10 9:20 教育長挨拶

9:20 10:00 鳴瀬未来中学校中鉢教諭報告（40分）

10:00 11:00 矢本東小学校相沢校長講話（60分）

11:00 11:30 東松島市教育委員会前田指導主事提案（30分）

11:30 11:35 台湾防災教育者挨拶

11:45 東松島市役所　出発

11:55 防災拠点備蓄基地　到着 防災拠点備蓄基地

12:00 12:30 防災拠点備蓄基地見学（30分） （東松島市大塩字山崎5番地1）

12:40 防災拠点備蓄基地　出発

昼食 料理菅原

(東松島市矢本字河戸261-2)

https://r-sugawara.com/?page_id=124
14:00 仙台空港　到着 仙台空港

16:05 仙台空港発 （名取市下増田南原）

　エバー航空（BR117）

18:55 桃園空港　到着

・台湾教育部
　担当者　
・旅行会社　運通世界旅行会社
　担当者 楊琪（ヤン・チイ）　　　　連絡先：080-9158-8210　

黃玉馨（コウ・ギョクケイ）連絡先：080-7642-9039
　専用車 大型バス  （車両ナンバー：　    )　　　
　　

5日目

6日目
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そ
れ

ら
の

体
験

を
後

世
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ウ
ハ

ウ
に
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沢
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る
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の
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さ
ん

に
、

新
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東
松
島
市
に
お
け
る
台
湾
高
校
生
に
よ
る
復
興
支
援
活
動

東
日
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大

震
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経
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ら
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が
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が
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メディアとの
正しい付き合い方
マニュアル

宮城県

乳
幼
児
の

支
援
者
の

み
な
さ
ま
へ

豊かな人生を送れる子どもにするために
私たちができること



　現代の子どもたちは、生まれた時からインターネットやスマートフォンが身近に存在しています。これらの

媒体によって、かつて見られなかった行動異常を抱えるお子さんたちが大幅に増加しています。メディア依

存から不登校や引きこもりが引き起こされるようになってきたのです。メディア依存にならないためには、乳

幼児期の関わりがとても大切です。本マニュアルは、保育園や幼稚園の先生方や保健師さんなど、乳幼児

期のお子さんや家族の近くにいて、寄り添って話ができる立場にある方々に向けて作成しました。

　メディアとの付き合い方や生活習慣について、保護者にお伝えする際には、十分な知識を持ち、保護者へ

伝える方法を熟知することが必要です。保護者に、単に「お子さんにスマートフォンを見せないで」と言って

も対策から程遠いのです。また、身近な子どもに何か気になる症状が出てきた時には、発達障害などの病気

を疑う前に、「メディアの利用時間が長くなっていないかな？」「早寝・早起き・朝ごはんはできているかな？」

ということを確認し、本マニュアルに紹介したところを見直していただくことが、最低限必要です。

　本マニュアルは、「メディア」、「睡眠」、「身体を使った遊び」の3章から構成されています。生活習慣を見

直す上で、この3つはそれぞれが深く関係しています。全てのページを読んでいただくことで、これらの関係

性もご理解いただければ幸いです。また、メディアに関する内容を保護者にお伝えする上では、乳幼児期だ

けではなく、学齢期以降のメディアとの関わり方についても知っておくことが大切になるため、第1章に参考

として記載しております。

　本マニュアルは、乳幼児期のお子さんや家族に関わる支援者向けのマニュアルであり、本マニュアルその

ものを保護者に見せて使用することは想定していません。実際に保護者へお伝えする方法としては、直接

保護者にお話しいただく前に、保育園や幼稚園のお便り、ポスター、保護者会などを利用していただくと良

いと思います。その際には、本マニュアルで知識を確認していただいた上で、「宮城県 メディアとの正しい付

き合い方マニュアル 別冊」をご活用ください。令和に生きる子どもに関わる方々に、ぜひ本マニュアルの内

容を熟知いただき、指導に活かしていただければ幸いです。

2022年6月1日　編集委員一同 　第1章では、子どもとメディアについて、第2章では、子どもに必要な睡眠について、第3章では、身体を

使った遊びについて解説しています。ご一読いただくと、これらがそれぞれ関係しているということをご理

解いただけると思います。また、各章の後半には、Q&Aとして重要な事項を載せています。

　子どもやその保護者と関わることが多い、保育園や幼稚園の先生方、保健師さん、学校関係者の方々

に、特にメディアや睡眠など子どもの生活習慣に関わる事柄について、理解を深めていただくとともに、

保護者にお伝えいただく際には、別冊を提示しながらご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

本マニュアルについて ………………………………………………………………………1

　第1章　メディアについて ………………………………………………………………3
1. 本マニュアルにおいて「メディア」を示すもの
2. メディアの長時間曝露が子どもに与える影響
3. メディアの視聴時間の目安
4. メディアをやめる・減らす方法
5. メディアによる症状を知ってください。
参考　学齢期以降にメディアと上手に付き合うコツ
●メディアに関するQ＆A

　第2章　メディアの対策としての睡眠習慣 ……………………………………… 19
1. 子どもに必要な睡眠時間
2. 睡眠時間が不足することで生じる問題
●睡眠に関するQ&A

　第3章　メディアの対策としての身体を使った遊び…………………………… 23
1. 身体を使った遊びが必要な理由
2. 身体を使った遊びの効果
3. 身体を使った遊びの例
●身体を使った遊びに関するQ&A

参考資料……………………………………………………………………………………… 29

あとがき ……………………………………………………………………………………… 30

目  次

本マニュアルの使い方

　保護者にお伝えする際には、保護者を責めるような形になってしまわないように注意しましょう。保護

者によっては素直に受け入れることが難しい場合や、理解はしていても実行が難しいという場合もあるか

もしれません。そのような場合には少しでも受け入れやすいように伝え方を工夫したり（各項【保護者に

伝える時のポイント】参照）、実行可能な具体的な工夫を提案することを意識しましょう。

本マニュアル使用上の注意点

0201

メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て

メ
デ
ィ
ア
の
対
策
と
し
て
の
睡
眠
習
慣

メ
デ
ィ
ア
の
対
策
と
し
て
の
身
体
を
使
っ
た
遊
び

本マニュアルについて



　現代の子どもたちは、生まれた時からインターネットやスマートフォンが身近に存在しています。これらの

媒体によって、かつて見られなかった行動異常を抱えるお子さんたちが大幅に増加しています。メディア依

存から不登校や引きこもりが引き起こされるようになってきたのです。メディア依存にならないためには、乳

幼児期の関わりがとても大切です。本マニュアルは、保育園や幼稚園の先生方や保健師さんなど、乳幼児

期のお子さんや家族の近くにいて、寄り添って話ができる立場にある方々に向けて作成しました。

　メディアとの付き合い方や生活習慣について、保護者にお伝えする際には、十分な知識を持ち、保護者へ

伝える方法を熟知することが必要です。保護者に、単に「お子さんにスマートフォンを見せないで」と言って

も対策から程遠いのです。また、身近な子どもに何か気になる症状が出てきた時には、発達障害などの病気

を疑う前に、「メディアの利用時間が長くなっていないかな？」「早寝・早起き・朝ごはんはできているかな？」

ということを確認し、本マニュアルに紹介したところを見直していただくことが、最低限必要です。

　本マニュアルは、「メディア」、「睡眠」、「身体を使った遊び」の3章から構成されています。生活習慣を見

直す上で、この3つはそれぞれが深く関係しています。全てのページを読んでいただくことで、これらの関係

性もご理解いただければ幸いです。また、メディアに関する内容を保護者にお伝えする上では、乳幼児期だ

けではなく、学齢期以降のメディアとの関わり方についても知っておくことが大切になるため、第1章に参考

として記載しております。

　本マニュアルは、乳幼児期のお子さんや家族に関わる支援者向けのマニュアルであり、本マニュアルその

ものを保護者に見せて使用することは想定していません。実際に保護者へお伝えする方法としては、直接

保護者にお話しいただく前に、保育園や幼稚園のお便り、ポスター、保護者会などを利用していただくと良

いと思います。その際には、本マニュアルで知識を確認していただいた上で、「宮城県 メディアとの正しい付

き合い方マニュアル 別冊」をご活用ください。令和に生きる子どもに関わる方々に、ぜひ本マニュアルの内

容を熟知いただき、指導に活かしていただければ幸いです。

2022年6月1日　編集委員一同 　第1章では、子どもとメディアについて、第2章では、子どもに必要な睡眠について、第3章では、身体を

使った遊びについて解説しています。ご一読いただくと、これらがそれぞれ関係しているということをご理

解いただけると思います。また、各章の後半には、Q&Aとして重要な事項を載せています。

　子どもやその保護者と関わることが多い、保育園や幼稚園の先生方、保健師さん、学校関係者の方々

に、特にメディアや睡眠など子どもの生活習慣に関わる事柄について、理解を深めていただくとともに、

保護者にお伝えいただく際には、別冊を提示しながらご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

本マニュアルについて ………………………………………………………………………1

　第1章　メディアについて ………………………………………………………………3
1. 本マニュアルにおいて「メディア」を示すもの
2. メディアの長時間曝露が子どもに与える影響
3. メディアの視聴時間の目安
4. メディアをやめる・減らす方法
5. メディアによる症状を知ってください。
参考　学齢期以降にメディアと上手に付き合うコツ
●メディアに関するQ＆A

　第2章　メディアの対策としての睡眠習慣 ……………………………………… 19
1. 子どもに必要な睡眠時間
2. 睡眠時間が不足することで生じる問題
●睡眠に関するQ&A

　第3章　メディアの対策としての身体を使った遊び…………………………… 23
1. 身体を使った遊びが必要な理由
2. 身体を使った遊びの効果
3. 身体を使った遊びの例
●身体を使った遊びに関するQ&A

参考資料……………………………………………………………………………………… 29

あとがき ……………………………………………………………………………………… 30

目  次

本マニュアルの使い方

　保護者にお伝えする際には、保護者を責めるような形になってしまわないように注意しましょう。保護

者によっては素直に受け入れることが難しい場合や、理解はしていても実行が難しいという場合もあるか

もしれません。そのような場合には少しでも受け入れやすいように伝え方を工夫したり（各項【保護者に

伝える時のポイント】参照）、実行可能な具体的な工夫を提案することを意識しましょう。

本マニュアル使用上の注意点

0201

メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て

メ
デ
ィ
ア
の
対
策
と
し
て
の
睡
眠
習
慣

メ
デ
ィ
ア
の
対
策
と
し
て
の
身
体
を
使
っ
た
遊
び

本マニュアルについて



言葉が育たない、コミュニケーションが取れない

　2歳までの時期の長時間のメディア視聴は、言葉の発達の遅れや「視線（目）が合いにくい」といったコミュニケー

ション能力の遅れなどの症状で子どもに現れることがよくあります1）。片岡は、生後半年から1年の間にテレビや

DVD、スマートフォンなどの一方通行性の世界にはまってしまうと、言葉の発達が遅れ、周囲とコミュニケーションが取

れなくなり、友人と上手に遊べない、気に入らないとパニックを起こすといった症状が出ると報告し、このような子ども

たちを「新しいタイプの言葉の遅れの子どもたち」と名付けています2）。このように、メディア視聴と子どもの言葉の発

達は、深く関連しています。なぜ言葉の発達が遅れるかは、「メディアに関するQ&A」のQ1（P15）をご参照ください。

　家でテレビがついていると、保護者の声がテレビの声と混ざって、子どもは保護者の声が聞き取りにくくなります。

大人は、テレビの声と他の声を判別して必要な声だけを聞き分ける能力がありますが、保育園・幼稚園くらいの子ど

もは、聞き分ける能力が未発達です。また、保護者がテレビやスマートフォンに気を取られていると、子どもが出した

小さいつぶやき声や大切なサイン（ジェスチャア）を見落としてしまいます。子どもは、自分が何かを発しても保護者

が反応しなければ、言葉やサインを出さなくなってしまいます。このように、メディアの影響で、双方向のコミュニケー

ションがうまく取れない状況が続くと、子どもの言葉の発達は簡単に遅れてしまいます。

　乳幼児期は、人が愛着を形成するために最も重要な時期です。愛着とは、対人関係の基盤であり、人を

信用して行動する能力のことです。愛着形成に最も重要な時期は、1歳のお誕生日を迎えるまでの時期

です。赤ちゃんは、さまざまな困難さを抱えても、泣いて訴えることしかできません。このような時に、赤ち

ゃんは、保護者に抱っこしてあやしてもらったり、授乳してもらったり、おむつを替えてもらったりして、快適

さを取り戻すことにより、保護者への絶対的信頼感を獲得します3）。すなわち、赤ちゃんは、保護者から愛

情を受けて直接関わってもらうことで、愛着を形成するのです。そして、愛着が形成されると、子どもは、

人と交わって共感する喜びを知り、他者への愛情のかけ方を学んでいくのです。

　その一方で、スマートフォンであやされ続けた子どもはどうなるでしょうか。子どもが泣いたり、保護者

に何か訴えたりしても、保護者はメディアに気を取られていて、それに気がつかなかったり、泣く度にスマ

ートフォンを与えられ、あやされたりしたら…。ここまでお読みいただけるとお分かりいただけるように、子

どもは保護者を愛着の対象とできなくなったり、適切な愛着を習得できなくなったりします。

　また保護者の側も、どのように子どもの相手をすれば良いのか分からないことがあります。よって、乳児

期には抱っこの仕方や声のかけ方やあやし方、そして幼児期には子どもとの遊び方を保護者

に具体的に伝えていく必要があります。エリクソンの心理社会的発達段階の中では、乳児期

は愛着の対象との関係を築くことが第一段階です4）。愛着の対象となる保護者との関係が

育まれてこそ、次の段階にある食事や排泄の自立、ルールを守ること、さらにその次の段階

にある自発性の発達や集団での協調や競争ということを積み重ねていけるのです。このこ

とから、2歳までのメディア視聴は可能な限り避けるようにとされています。

第1章
メディアの長時間曝露は、言葉の発達の遅れ、睡眠への影響、行動異常、無気力・
無関心、視力の異常、体力の低下、肥満、メディア依存などの症状を引き起こします。

子どもがスマートフォンやタブレットに向き合っている時間だけでなく、
本人がいる場所で、テレビやDVDなどの動画視聴がなされている時間全てを
合わせて、「メディア視聴時間」とします。

PICK UP ● 親子の愛着形成の困難さ
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メディアについて

　本マニュアルでは、テレビやDVD、スマートフォン、タブレット、PC、テレビゲーム、携帯用ゲームなどをまとめて「メ

ディア」と総称しています。

　乳幼児期には、本人がいる場所で、テレビやDVD、スマートフォンやタブレットでの動画視聴がなされている時間を

調べることが大切です。たとえ本人が見ていなくても、まわりの大人が視聴していれば、メディア視聴時間
に含まれます。乳幼児では、テレビやDVDがついているところでは、誰かが言葉で働きかけても、テレビやDVDの
音と混ざってしまい、きちんと聞こえていないからです。

　現代のお子さんたちは、生まれた時からインターネット環境が整っており、特にスマートフォンが身近に存在する世

代です。この影響で、10年、20年前までは見られなかった問題を抱えるお子さんたちが増えています。
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